
令和3年度に幼稚園や認可外保育施設などに入園する方は、
無償化となるための認定などの手続きが必要な場合があります

■対　象
　▽　保育園、幼稚園、認定こども園などを利用する３歳から５歳までの子ども(自由契約児を除く)
　▽　0歳から２歳までの子ども（住民税非課税世帯が対象）
　※　子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園（町外の私立幼稚園）については、無償化と
なるための認定などの手続きが必要です。

■対象施設・事業
　▽　保育園、幼稚園、認定こども園に加え、地域型保育（※1）、企業主導型保育事業（標準的な利用
料）も同様に無償化の対象となります。

　※1　地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
■無償にならないもの
　▽　給食費、通園バス代、行事費、教材費などの実費徴収する分。ただし、一定の条件該当の場合副
食代（おかず・おやつなど）が無償化の対象になります。　

　▽　幼稚園については、月額上限2万5,700円を超える分。
■無償化の期間
　満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの３年間
　※　幼稚園については、入園できる時期に合わせて満３歳から無償化します。

保育園、幼稚園、認定こども園などを利用する子ども

保育園・幼稚園・認可外保育施設などの
利用料無償化について

■問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1130）

■対象・利用料
　▽　無償化の対象となるためには、事前に在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要が
あります。

　※　原則、通園している幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」を受けるために
は、就労などの要件があります。町内保育園入所要件と一部異なります。詳しくは子育て支援課に
問い合わせてください。

　▽　幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で預かり保育の利用
料（保育料）が無償化されます。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

受注No.21B01083／版管理番号242279-01／阿久比町役場様
広報あぐい3/15号  政策協働課（210×297mm）／21.3.4／16：15／東雲★★★■

広報あぐい　2021.3.15

4 5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能力
開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する


